
「健康博覧会 2023」 

「スーパーマーケット・トレードショー2023」 

「FOODEX JAPAN2023」 

和歌山県ブース装飾等委託業務仕様書 

  
  和歌山県が出展する展示商談会「健康博覧会 2023」、「スーパーマーケット・トレードシ

ョー2023」及び「FOODEX JAPAN2023」での和歌山県ブース出展に伴う装飾を中心とした下

記の業務を行う。 

記 

１．展示商談会概要（予定） 

 （１）健康博覧会 2023（以下「健康博覧会」という。） 

   ・開催期間 令和 5年 2月 8日（水）～10日（金） 10:00 ～17:00 

・開催場所 東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1） 

 

（２）スーパーマーケット・トレードショー2023（以下「SMTS」という。） 

・開催期間 令和 5年 2月 15 日（水）～17日（金） 10:00 ～17:00（最終日は 16:00） 

・開催場所 幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1） 

 

（３）FOODEX JAPAN2023（以下「FOODEX」という。） 

   ・開催期間 令和 5年 3月 7日（火）～10日（金） 10:00 ～17:00（最終日は 16:30） 

・開催場所 東京ビッグサイト（東京都江東区有明 3-11-1） 

  

２．委託業務内容 

（１）概要 

ア 和歌山県ブースの装飾デザイン、設営、施工及び撤去 

イ 各種申請書類等の取りまとめ及び提出業務 

ウ バイヤー向け出展事業者チラシの作成 

エ 出展事業者の商品 PRコーナーの設置【ＳＭＴＳ・ＦＯＯＤＥＸ用】 

オ 機能性セミナーや和歌山県ブースへの誘導企画実施【健康博覧会用】 

カ 健康博覧会における主催者への出展負担金支払い及び県内事業者からの参加費徴収 

キ ＦＯＯＤＥＸにおける常駐する通訳（英語 1名、中国語１名）の手配 

ク その他和歌山県ブースの企画、運営に必要な業務 

 

（２）詳細 

ア 装飾全般 

（ア）販売促進資材「おいしい！健康わかやま」（別添資料 1）を参考にコンセプトを考

え、統一感のあるデザイン性に富んだブースデザインにすること。また、県ブースの

カラーテーマについてはオレンジ色を基調とし、ブースデザインに反映させること。 

なお、県から提供するデータ以外の著作権の使用は、受託者が著作権者の許諾を得



ることとし、これに係る費用は受託者の負担とする。 

（イ）遠方から見ても来場者が和歌山県ブースであることが明確に認識できる装飾とする

こと。 

（ウ）高さ、奥行き等の空間を有効活用した装飾とすること。 

（エ）各展示会について共通の装飾とし、相互活用できるよう工夫されたデザインにする

とともに、相互活用できる資材等については共用すること。 

イ ブース装飾  

   （ア）健康博覧会 

① 出展規模 ４小間（1小間＝9㎡） 

36 ㎡（6m×6m）、３面開放を想定する。実際の出展スペースの縦：横比は、想定の

ものから変更があり得るので留意すること。 

     ② 出展事業者数 ７社 （１小間コース×１社 0.5 小間コース×６社） 

     ③ 小間配置 

      ・展示台（収納付）、スポットライト、カーペット装飾、社名版、 

各小間内へのコンセント設置（500W 程度）、冷凍冷蔵庫を確保すること。 

※追加什器は出展事業者の負担とするが必要最低限の環境設備を整えること 

④ 高さ制限 2.7m（セットバック 1m 以上確保できる箇所は 6.0m） 

⑤ ブース内に空きスペースが発生する場合には、簡易な和歌山県ＰＲコーナー（パ

ンフレット設置など）や商談スペースを設置するなど有効に活用すること。 

⑥ 和歌山県食材機能性セミナーと連動のもとノベルティ制作などによりセミナー及

び和歌山県ブースへの誘客企画を実施すること。（※セミナーについては２回実施

予定であり、対象者は各回ともに５０名を想定） 

 ※セミナー講師については和歌山県において選定のうえ招聘予定 

⑦県内事業者からの参加費徴収 

 ７社分が出展確定した想定で、参加費【計５７５，０００円】を収入して計上のう

え、健康博覧会の運営費用に充当すること。 

 ※ただし主催者判断でイベントが中止となった場合等は、県と協議のうえ負担金を

返還すること。  

⑧主催者に対する出展負担金の支払い 

主催者に対する出展負担金【計１，７３８，０００円】（出展４小間及び機能性セ

ミナー２枠分）を当方が指定する期日まで（９月末予定）に支払うこと。 

（イ）SMTS 

① 出展規模 17 小間（1小間＝9㎡） 

153 ㎡（15m×10.2m）、4面開放を想定する。実際の出展スペースの縦：横比は、想

定のものから変更があり得るので留意すること。（ただし 3面開放となる場合あり） 

     ② 出展事業者数 25 社  

     ③ 小間配置 

      ・展示台のサイズ（幅 140cm、奥行 70cm、高さ（上段 105cm、下段 75cm））として、

25 社分の出展事業者小間を確保すること。 



④ 高さ制限 2.7m（セットバック 1m 以上確保できる箇所は 3.6m） 

⑤ 出展事業者の商品 PRコーナーを設置すること。 

⑥ 新型コロナウイルス感染症対策を講じた商談スペースをブース内に設置すること。 

   （ウ）FOODEX  

① 出展規模 11 小間（1小間＝横 2.97m×奥行き 2.97m） 

97.02 ㎡（14m×6.93m）、4 面開放を想定する。実際の出展スペースの縦：横比は、

想定のものから変更があり得るので留意すること。（ただし 3面開放となる場あり） 

② 出展事業者数 18 社 

③ 小間配置 

・展示台のサイズ（1小間：幅 140cm、奥行 70cm、高さ（上段 105cm、下段 75cm））

18 社分の出展事業者小間を確保すること。 

④ 高さ制限 5m 

⑤ 出展事業者の商品 PRコーナーを設置すること。 

⑥ 新型コロナウイルス感染症対策を講じた商談スペースをブース内に設置すること。 

⑦ 通訳 英語の通訳 1名、中国語の通訳 1名を開催期間中に常置すること。 

ウ 運営管理体制 

（ア）和歌山県及び出展事業者との連絡調整を行った上で、展示会事務局に対して、小間

位置、備品の配置、設営工事及び許可申請書類等の各種申請書類を提出すること。 

（イ）設営及び展示会開催期間中に運営管理に係る問い合わせや不測の事態が生じた場合

において、速やかに現場に駆けつけ、対応できる体制であること。 

エ 小間配置ならびに必要装備 

（ア）出展事業者が商談をしやすく、かつバイヤーが各出展事業者小間に立ち寄りやすい

配置とすること。公平な商談機会の創出のため、基本的には全ての出展事業者のブー

スは外側の通路に面するような小間配置とすること。また、床面は商談に支障をきた

さないようフラットにすること。 

（イ）照明、展示台（ひな壇中棚付き）、パネル等掲示スペース（背面）、コンセント等を

備えた出展事業者小間を確保するとともに、以下に注意の上、装飾及び備品等を備え

た企画にすること。 

     ・出展事業者の占有面積は出展事業者の申込み小間数に応じて均等に配分すること。 

     ・社名パネルは、和歌山県ブースと統一感のあるデザインにすること。 

     ・蛍光灯、スポットライト等を活用し、明るい出展事業者小間とすること。 

     ・照明位置、展示台仕様等は、可能な限り出展事業者の要望に応えること。 

（ウ）出展事業者が共同で使用するストックヤードを組み入れ、棚等を備えた保管スペー

スを確保すること。また、健康博覧会については、「イ ブース装飾（ア）健康博覧会 

③小間配置」も合わせて参照するとともに、ＳＭＴＳ及びＦＯＯＤＥＸにおいては、

調理場の確保及び冷凍冷蔵庫（業務用）、2槽シンク等の関連備品類を設置すること。

（参考 FOODEX2022 実績：4尺縦型 冷凍冷蔵庫（冷蔵 502ℓ、冷凍 502ℓ）×2台、2層

シンク×2 台、手洗いシンク×2 台、会議用テーブル×2 台、作業用テーブル×2 台、

折りたたみ椅子×4脚、スチール棚×4台、ゴミ箱×6個、カフェテーブル×2台、ス



タッキングチェア×6 脚、搬入出カーゴ×2台） 

（エ）出展事業者が小間内で使用する上記エ（イ）の装備相当分以外で出展事業者が希望

する追加什器については、出展事業者の費用負担により設置し、出展事業者から電気

代、水道代等を含む経費の支払いを受けること。また、追加什器を配置した上で、十

分な通路を設けること。 

（オ）装飾工事の設置基準については、前回の健康博覧会 2022「出展マニュアル」（別添

資料 2）、SMTS2022「出展細則」（別添資料 3）及び FOODEX JAPAN2022「出展の手引」

（別添資料 4）を参考にすること。ただし、今年度の設置基準については、健康博覧

会は９月下旬頃、SMTS は 10 月上旬頃、FOODEX は 12 月上旬頃に公表されることから、

上記エ（ア）～（エ）の装飾については、最終的に公表される当該設置基準を満たす

ものであること。 

オ 新型コロナウイルス感染症対策 

（ア）新型コロナウイルス感染症対策を講じた県ブースにすること。 

 （イ）出展事業者が使用する消毒液や手袋等を用意すること。 

（ウ）国や各関係団体等が公表している感染予防ガイドライン等を参考にすること。 

（エ）出展事業者小間の正面に飛沫感染防止のビニールカーテンを施工すること。（SMTS

及び FOODEX においては、正面及び両サイドにビニールカーテンを施工） 

カ バイヤー向け出展事業者チラシの作成 

（ア）和歌山県ブースの出展事業者を紹介するチラシを作成すること。 

（イ）チラシは、和歌山県ブースと統一感のあるデザインにすること。 

（ウ）チラシには以下の内容を記載すること。 

   ・出展事業者名、取扱商品名、商品説明、商品画像、住所、電話番号、QR コード 

     ・全体図面、和歌山県ブース内小間配置図、和歌山県ブースの小間番号 

（エ）サイズは日本産業規格Ａ４、コート紙による両面４色フルカラー印刷とすること。 

（オ）健康博覧会は 1,900 枚を作成し、三つ折りの上、1,500 枚を１２月下旬までに和歌

山県庁へ、400 枚を 2 月 7 日（火）に開催会場へ納品すること。 

（カ）SMTS は 3,700 枚を作成し、三つ折りの上、3,300 枚を 1 月上旬までに和歌山県庁

へ、400 枚を 2月 14 日（火）に開催会場へ納品すること。 

（キ）FOODEX は 3,100 枚を作成し、三つ折りの上、2,600 枚を 2月上旬までに和歌山県庁

へ、500 枚を 3月 6日（月）に開催会場へ納品すること。 

キ 費用負担   

上記エ（エ）に記載する追加什器に関連する費用以外のすべての装飾、備品、電気代、

水道代、会期中の小間内清掃・ゴミ処理代及び搬入出等を含む経費の支払いを行うこと。 

 また、健康博覧会については、県内事業者からの参加費徴収、主催者に対する出展負担 

金の支払いがあるため留意のうえ指定する期日までに対応すること。 

ク 留意事項 

（ア）各展示会の出展事業者数及び小間数については、今後県が公募する出展事業者の募

集等をもって決定するものであり、募集結果によっては、出展事業者数及び小間数を

変更する場合がある。 



（イ）小間位置については、健康博覧会は９月下旬、SMTS は 10 月上旬、FOODEX は 12 月

上旬に決定予定であるため、正式決定後の小間割に合わせて企画の内容を変更する場

合がある。 

（ウ）新型コロナウイルス感染症等の状況により、展示会主催者が展示会の開催を中止、

もしくは和歌山県が展示会への出展を辞退することがある。この場合、展示会の開催

中止を決定した日、もしくは出展中止を決定した日までの実績に応じた見積りを徴し、

和歌山県は、その内容を審査し、適当と認められるときは変更契約を締結する。 

（エ）受託した事業者は、和歌山県で開催の出展事業者説明会で使用する運営等に係る資

料を作成するとともに、当該説明会に出席の出展事業者に対して説明を行うこと。（健

康博覧会については 10月上中旬、SMTS については 10 月下旬から 11 月中旬、FOODEX 

については 12月中下旬に開催予定） 

（オ）県が別に作成する PR 用グッズのデザインに使用するため、看板等の画像を提供す

ること。 

（カ）和歌山県は各展示会開催前に当該事業を発表するため、各展示会における県ブース

の最終イメージを提出すること。 

（キ）本委託業務の成果物の著作権については、すべて県に帰属するものとする（著作権

法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む）。著作者人格権についてはこれを行使

しないものとする。また、県から提供するデータ以外の著作権の使用は、受託者が著

作権者の許諾を得ること。なお、これに係る費用は受託者の負担とする。 

（ク）受託者は、契約締結時に和歌山県に提出した企画提案書にのっとり業務を実施する

とともに、食品流通課の担当職員と必要な協議（報告を含む。）を行い、その指示に

従うこと。 

（ケ）契約締結後に生じた事由（参加事業者数の変更、装飾工事の設置基準の変更等）に

より契約の変更が生じたときは、受託者は和歌山県が作成した仕様書をもとに、変更

後の見積書を和歌山県あてに提出すること。 

（コ）上記ク（ケ）に基づく見積書が提出されたときは、和歌山県は、その内容を審査し、

適当と認められるときは変更契約を締結する。 


